
      

概  要  

国土交通省木曽川上流河川事務所では、平成２８年に新たに水防災協議会を設立しました。 

 この協議会は、平成２７年関東・東北豪雨により大規模な浸水被害が発生した事を踏まえ、

木曽三川流域において氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水に備える「水防

災意識社会」の再構築を目的としています。国、県、市町等が連携・協力して減災のための目

的を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、計画的に推進していきます。 

 この度は、第６回木曽川上流水防災協議会（愛知ブロック）を開催し、大雨特別警報の 

切替後の氾濫に対する注意喚起等の情報提供、減災に係る取組方針のフォローアップ、市長

等による取組事例の紹介・意見交換等を行います。 

 なお、新型コロナウイルス感染防止のため、「三つの密」を避けるための対策を行います。 

（マスクの着用、換気、座席の距離の確保、手洗い・アルコール等による手指衛生等） 

令 和 ２ 年 ６ 月 ２ ９ 日 

国土交通省中部地方整備局 
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意識社会」の再構築に向けて 

第６回 木曽川上流 水防災協議会（愛知ブロック）を開催 

～市長等と取組事例の意見交換を行います～ 

１．開催日時  令和２年７月６日（月） １５：３０～１６：１５ 

 

２．開催場所   尾張一宮駅前ビル（i-ﾋﾞﾙ） ２階 大会議室 

        （愛知県一宮市栄３丁目１番２号） 

        ※取材を希望される場合は、当日会場にて受付を行いますので、直接ご来場ください 

 

３．議  事  ・水防災についての情報提供 

・木曽川上流水防災協議会における取り組みのフォローアップについて 

        ・取組事例等の紹介 ※市長等による取組事例の紹介を予定 

 

４．関係機関  別紙のうち愛知ブロックの関係機関が参加 

 

５．配 布 先  中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、一宮日刊記者クラブ 

 

６．問合せ先  木曽川上流河川事務所（岐阜県岐阜市忠節町５－１） 

TEL：058-251-4265（防災情報課直通） 
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・大雨に伴う河川水位上昇による防災体制設置のため、会議形式での開催を中止いたします。・




